
 

 

核燃料物質使用施設等の申請に係る許認可希望の優先順位について 

 

令和３年１０月２２日 

日本原子力研究開発機構 

安全・核セキュリティ統括部 

 

令和３年９月３０日に実施した原子力規制庁研究炉等審査部門との面談にお

いて、原子力機構の核燃料物質使用施設及び人形峠環境技術センター加工施設

に関する申請が複数あることから優先度及び重要度を整理し、令和３年度中の

許認可を希望する申請を再整理することを要請された。原子力機構における検

討結果を以下に示す。 

 

１. 令和３年度中に許認可を希望する申請 

優先順位１ 

（１）許可が遅れることで、本来必要のない防護措置を継続して維持する

ことが必要となるもの    （表 1 ①） 

（２）現在申請中であり、希望認可時期に取得しないと 1許可で３つの重

複申請になるもの     （表 1 ②） 

（３）令和 4年 1月 1日組織改正に関するもの  （表 1 ③、④） 

優先順位２ 

（４）許認可が遅れることで外部機関に影響があるもの （表１ ⑤、⑥） 

（５）令和 4年 4月 1日組織改正に関するもの （表 1 ⑦～⑫） 

優先順位３ 

（６）上記申請を除く現在申請中のもの及び令和 3年度申請予定のもの 

  （表２） 

 

優先順位が高い理由： 

 表１①は、ほぼ審査が終了しつつあると認識している。核物質防護規定

の変更認可申請を前提として、本申請の許可取得を求められている。本

件が希望許可時期までに許可を受けなければ、本来必要のない防護措置

を継続して維持することが必要となるため、最優先で審査をしていただ

きたい。 

 表１②は、ほぼ審査が終了しつつあると認識している。本件が希望認可

時期まで認可を受けなければ、1許可で 3つの申請が重複することとな

り、処理に混乱を生じる可能性があるため、最優先で審査をしていただ

きたい。 
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 表 1③、④、⑦～⑫は組織改正に関する案件であり、原子力機構の運営

に係る案件であることから、優先して審査をしていただきたい。特に

③、④は組織改正を令和 4年 1月 1日に予定しており、審査も終了しつ

つあると認識しているので、最優先で審査をお願いしたい。 

 表１⑤、⑥は、認可希望時期より認可が遅れることで外部機関に影響が

出る案件であり、優先して審査をしていただきたい。なお、⑤と⑥は組

織改正とは関係ないため、⑦～⑫と並行申請をお願いしたい。また、⑥

については申請時期を見直す可能性がある。申請が遅れる場合は表１に

ある申請より優先順位を低いものとする。 

以上 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

① ◎ 原科研 使用変更許可申請
●
申
請

●
補
正

令和3年5月14日
令和3年8月20日補正

令和3年11月中旬

・施設から全ての核燃料物質の搬出を完了しているプルトニウム研究1棟を中長期計画最終年度である今年度中に核物質防護規定の対象
外とするため。
★核物質防護規定の変更認可申請を行う前提として、本申請の許可取得を求められており、核物質防護規定の認可を本年度中に取得する
ためには11月中旬までの変更認可申請を求められていることから、本申請について許認可期限までの許可取得が必要であるため。

② ◎ 原科研 保安規定変更認可申請
●
申
請

○
補
正

令和3年7月1日 令和3年11月
・核燃料物質の一定期間の保管に係る対応のため。
★本申請の認可が許認可期限まで取得しないと、原科研使用保安規定変更認可申請の3つが申請中（申請②、申請⑥、申請⑦）となる期
間が生じるため。

③ ◎
大洗研
（南）

保安規定変更認可申請
●
申
請

●
補
正

令和3年8月30日
令和3年10月6日補正

令和3年11月
・許可申請の内容を速やかに保安規定に反映するため。
★令和3年度第4四半期で組織改正を予定しており、認可後の機構内手続きを考えると令和3年11月下旬までに認可が必要であるため。
★本申請の認可後に申請⑩を行う必要があるため。

④ ◎ 核サ研 保安規定変更認可申請
●
申
請

●
補
正

令和3年9月24日
令和3年10月22日補正

令和3年11月

・（Puセンター）令和3年度第4四半期から新組織にて業務を遂行する計画であるため。
★令和3年度第4四半期で組織改正を予定しており、認可後の機構内手続きを考えると令和3年11月下旬までに認可が必要であるため。
★本申請の認可後に申請⑧を行う必要があるため。

⑤ ◎
人形峠
使用

保安規定変更認可申請
●
申
請

令和3年9月27日 令和3年11月 ★外部（電力等11社）との契約により令和3年12月からウラン濃縮試験設備の解体撤去を開始する必要があるため。

⑥ 〇 原科研 保安規定変更認可申請
〇
申
請

令和3年10月 令和4年1月

★日本原子力発電（株）の適合確認に伴う、防潮堤設置工事を行う上で、機構の周辺監視区域を変更する必要があるため。認可が遅れる
と作業エリアと干渉し、原電の工事計画に影響を及ぼすため令和4年1月下旬の認可が必要。
・本申請に係る変更は日本原子力発電（株）の保安規定変更認可申請の申請となるため、日本原子力発電（株）の申請準備状況により申
請時期及び認可希望時期を見直す可能性がある。

⑦ ◎ 原科研 保安規定変更認可申請
〇
申
請

令和3年11月末 令和4年2月 ★令和4年4月1日付で組織変更を予定しており、認可後の機構内手続きを考えると令和4年2月下旬までに認可が必要であるため。

⑧ ◎ 核サ研 保安規定変更認可申請
〇
申
請

令和3年11月末 令和4年2月
★令和4年4月1日付で組織変更を予定しており、認可後の機構内手続きを考えると令和4年2月下旬までに認可が必要であるため。
・申請④の認可後に申請するため、申請時期については当該認可の状況による。

⑨ ◎
大洗研
（北）

保安規定変更認可申請
〇
申
請

令和3年11月末 令和4年2月 ★令和4年4月1日付で組織変更を予定しており、認可後の機構内手続きを考えると令和4年2月下旬までに認可が必要であるため。

⑩ ◎
大洗研
（南）

保安規定変更認可申請
〇
申
請

令和3年11月末 令和4年2月
★令和4年4月1日付で組織変更を予定しており、認可後の機構内手続きを考えると令和4年2月下旬までに認可が必要であるため。
・申請③の認可後に申請するため、申請時期については当該認可の状況による。

⑪ ◎
人形峠
加工

保安規定変更認可申請
〇
申
請

令和3年11月末 令和4年2月
★令和4年4月1日付で組織変更を予定しており、認可後の機構内手続きを考えると令和4年2月下旬までに認可が必要であるため。
※申請は，申請⑫と同日とする。

⑫ ◎
人形峠
使用

保安規定変更認可申請
〇
申
請

令和3年11月末 令和4年2月 ★令和4年4月1日付で組織変更を予定しており、認可後の機構内手続きを考えると令和4年2月下旬までに認可が必要であるため。

表１：令和３年度中の許認可を希望する申請のうち、優先順位が高い申請一覧

・BECKYにおける使用変更許可申請(令和3年3月30日
許可）の内容を反映するための変更

No. 拠点 申請 許認可期限 許認可期限の理由申請（予定）日
2021年度（令和3年度） 令和4年度

内容

・第４研究棟等における1F燃料デブリの取扱いに係る
変更
・Pu研究１棟の政令４１条非該当施設移行に伴う変更
・再処理特別研究棟、JRR-3実験利用棟（第２棟）にお
ける設備の撤去
・BECKYにおける固体封入試料の取扱いの追加に係る
変更

・組織変更（本部組織の変更、拠点組織の業務所掌の
変更に伴う統廃合）

優先順位

・濃縮工学施設のウラン濃縮試験終了に伴う変更（9月
17日付け使用変更許可）等

・組織変更（本部組織の変更、拠点組織の業務所掌の
変更に伴う統廃合）

・組織変更（本部組織の変更、拠点組織の業務所掌の
変更に伴う統廃合）

・原電の防潮堤の設置等に伴う周辺監視区域境界の変
更

・プルトニウム燃料技術開発センターにおける組織変
更

・燃研棟開封点検等に関する記載の削除
・MMFの政令41条非該当化に伴い、MMFの記載を削
除
・FMFの分析装置の追加に伴い、核燃料物質取扱制限
量に関する記載の追加

・組織変更（本部組織の変更、拠点組織の業務所掌の
変更に伴う統廃合）

・組織変更（本部組織の変更）

・組織変更（本部組織の変更）

記号：●実績、〇：予定
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

原科研
（播磨）

使用許可申請
〇
申
請

令和3年10月 令和3年度中 ・1F燃料デブリ取扱いに向けた対応のため。

原科研 保安規定変更認可申請
〇
申
請

令和4年2月 令和4年6月
・1F燃料デブリ取扱いに向けた対応のため。
※申請⑦の認可後に申請するため、申請時期については、当該認可の状況による。

原科研 使用変更許可申請
〇
申
請

令和3年10月 令和3年12月
・令和４年度のJRR-3供用運転にて、中性子散乱実験用貯蔵箱を運用するため。
・1F燃料デブリ取扱いに向けた対応のため。
※申請①の許可後に申請するため、申請時期については、当該許可の状況による。

核サ研 使用変更許可申請
●
申
請

^ 令和3年7月12日 令和3年10月

・（M棟、ウラン廃棄物処理施設、Pu-3）計画的な施設の運用のため。
・（CPF）福島原発から試料(デブリ)を受入れて分析を行うため。
※補正を行う予定であるが、今後の面談結果を踏まえ補正時期を決定する。

大洗研
（北）

使用変更許可申請
●
申
請

●
補
正

令和3年6月4日
令和3年8月6日補正

令和3年10月 ・保有核燃料物質の搬出準備を速やかに開始するため。

大洗研
（北）

保安規定変更認可申請
〇
申
請

申請⑰の許可取得後 -
・後に控える申請を速やかに進めるため。（燃研棟においては申請⑰において容器の詰替え作業のためグローブボックスの制限量を変更
していることから速やかに使用変更許可申請書との整合を図るため）

大洗研
（北）

使用変更許可申請
〇
申
請

令和3年12月 令和4年2月
・（HTTR）現在も保管中であるが、新たに中性子検出器を追加納入（令和4年3月）するため、納入前に整理の完了を希望するため。
・気象データのリバイスを早々に行うよう指導されているため。12月にHTTRの使用変更許可と併せて申請する。

大洗研
（北）

使用変更許可申請
〇
申
請

申請⑱の認可後 - ※申請⑱の認可後に申請予定。

大洗研
（南）

使用変更許可申請
●
申
請

令和3年9月24日 令和3年11月
・公募事業の計画に従い令和3年度内に許可受領を行う必要があるため。
・後に控える申請を速やかに進めるため。（申請㉑：令和3年12月申請予定）

大洗研
（南）

使用変更許可申請
〇
申
請

令和3年12月 令和4年3月 ・中長期計画において、令和4年度にナトリウム処理に使用する装置の製作・据付を計画しているため。

・中性子検出器の貯蔵場所の明確化（HTTR編）
・令41条非該当への変更（燃料照射の削除）（HTTR
編）
・気象データのリバイス

・M棟の固体廃棄設備のパネルボックス等の使用を終
了し、維持管理中の設備へ変更
・ウラン廃棄物処理施設のうち、第2ウラン系廃棄物貯
蔵施設の詰替室においてフィルタの処理を行うための
変更
・CPF施設において、デブリ受入れに係る変更等を行
う。（令和2年11月20日申請、令和3年3月15日補正で
取り下げた案件）
・Pu-3において、プルトニウム同位体組成・ウラン濃
縮度測定設備の臨界管理ユニットの変更

記号：●実績、〇：予定

㉒

㉑

⑱

⑰

・燃料研究棟の未使用Pu酸化物が収納されている容器
の詰替えを実施するための変更（申請⑰の反映）
・使用変更許可申請（令和3年5月26日許可）の内容を
反映するための変更（ホットラボ編）

・FMFにおいて気密設備（GB）を設置
・FMFにおいて維持管理設備の記載を追加
・AGFにおいて使用しない設備に関する記載を削除
・AGFにおいて維持管理設備の記載を追加
・MMF・MMF-2において一部設備（No.3セル等）を
削除
・WDFにおける放射線モニタリング設備（よう素モニ
タ及びガスモニタ）に係る記載の一部削除

・NUSFにおいて廃止措置に向けた措置の一環としてナ
トリウムに混入している核燃料物質（天然ウラン）を
ナトリウムから分離して、より安全な状態で天然ウラ
ンの保管管理を行うための変更
・MMF・MMF-2において核燃料物質の使用を削除
・気象データのリバイス

⑳

・申請⑰で追加した容器の詰替え作業の記載の削除及
び使用しないグローブボックスに関する記載を削除
（燃料研究棟編）（申請⑱の認可後に行う作業が終了
後、申請予定）

⑲

・燃料研究棟の未使用Pu酸化物が収納されている容器
の詰替えを実施するための変更
・安全管理棟の使用場所の見直しのための変更
・JMTRの廃止措置の認可に伴い共通編の保安管理組織
図を変更

表２：表1を除く申請予定又は申請中の案件であり、可能な範囲で審査を進めていただきたい申請一覧

拠点 申請 内容
2021年度（令和3年度）

申請（予定）日 許認可希望日

・SPring8のRI実験棟において、1F燃料デブリの取扱い
に係る申請

・施設管理の有効性評価の追加
・燃料試験施設及びBECKYにおける使用変更許可申請
（令和3年3月30日許可）の内容を反映するための変更

・JRR-3　中性子散乱実験用貯蔵箱の設置に係る変更
・WASTEF　1F燃料デブリの取扱いに係る変更
・ホットラボ　セル撤去に伴う変更
・BECKY　研究ニーズに対応するための変更
・バックエンド研究開発建家　施設の廃止に係る変更

出来る限り早く許認可を希望する理由No
令和4年度

⑬

⑭

⑮

⑯
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